
亀 山 市 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。  

  令 和 ２ 年 ２ 月 ４ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 ２ 号  

 

亀 山 市 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

亀 山 市 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規 則 第 ６ ０ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 ２ を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 ２ （ 第 ２ ０ 条 関 係 ）  

階

層

区

分  

世 帯 の 階 層 区 分  徴 収 月 額  

助 産 施 設  母 子 生 活 支 援 施

設  
Ａ  生 活 保 護 法 に よ る 被 保 護

世 帯 （ 単 給 世 帯 含 む ） 及

び 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑

な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住

帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等

の 特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支

援 に 関 す る 法 律 に よ る 支

援 給 付 受 給 世 帯  

０ 円  ０ 円  

Ｂ  Ａ 階 層 を 除 き 当 該 年 度 分

の 市 町 村 民 税 非 課 税 世 帯  
２ ， ２ ０ ０ 円  １ ， １ ０ ０ 円  

Ｃ  Ａ 階 層 を 除 き 当 該 年 度 分

の 市 町 村 税 の 課 税 世 帯 で

あ っ て 、 そ の 市 町 村 民 税

の 額 が 均 等 割 の 額 の み の

世 帯 （ 所 得 割 の 額 の な い

世 帯 ）  

４ ， ５ ０ ０ 円  ２ ， ２ ０ ０ 円  

Ｄ

１  
Ａ 階 層 及

び Ｃ 階 層

を 除 き 当

該 年 度 分

の 市 町 村

民 税 の 課  

９ ， ０ ０ ０ 円

以 下  
６ ， ６ ０ ０ 円  ３ ， ３ ０ ０ 円  

Ｄ

２  
９ ， ０ ０ １ 円

から２７，０００

円 ま で  

９ ， ０ ０ ０ 円  ４ ， ５ ０ ０ 円  

Ｄ  ２ ７ ， ０ ０ １   ６ ， ７ ０ ０ 円  



３  税 世 帯 で

あ っ て 、

そ の 市 町

村 民 税 所

得 割 の 額

の 区 分 が

次 の 区 分

に 該 当 す

る 世 帯  

円 か ら ５ ７ ，

０ ０ ０ 円 ま で  

  

Ｄ

４  
５ ７ ， ０ ０ １

円 か ら ９ ３ ，

０ ０ ０ 円 ま で  

 ９ ， ３ ０ ０ 円  

Ｄ  
５  

９ ３ ， ０ ０ １  
円 か ら １ ７ ７  
， ３ ０ ０ 円 ま

で  

 １ ４ ， ５ ０ ０ 円  

Ｄ

６  
１７７，３０１

円から２５８，

１ ０ ０ 円 ま で  

 ２ ０ ， ６ ０ ０ 円  

Ｄ

７  
２５８，１０１

円から３４８，

１ ０ ０ 円 ま で  

 そ の 月 に お け る

そ の 保 護 実 施 世

帯 に 係 る 保 護 費  
の 全 額 。 た だ し 、

そ の 額 が ２ ７ ，

１ ０ ０ 円 を 超 え

る と き は ２ ７ ，  
１ ０ ０ 円 と す る 。

Ｄ

８  
３４８，１０１

円から４５６，

１ ０ ０ 円 ま で  

 そ の 月 に お け る

そ の 保 護 実 施 世

帯 に 係 る 保 護 費  
の 全 額 。 た だ し 、

そ の 額 が ３ ４ ，

３ ０ ０ 円 を 超 え

る と き は ３ ４ ，  
３ ０ ０ 円 と す る 。

Ｄ

９  
４５６，１０１

円から５８３，

２ ０ ０ 円 ま で  

 そ の 月 に お け る

そ の 保 護 実 施 世

帯 に 係 る 保 護 費  
の 全 額 。 た だ し 、

そ の 額 が ４ ２ ，

５ ０ ０ 円 を 超 え

る と き は ４ ２ ，  
５ ０ ０ 円 と す る 。

Ｄ

１

０  

５８３，２０１

円から７０４，

０ ０ ０ 円 ま で  

 そ の 月 に お け る

そ の 保 護 実 施 世

帯 に 係 る 保 護 費  
の 全 額 。 た だ し 、

そ の 額 が ５ １ ，

４ ０ ０ 円 を 超 え

る と き は ５ １ ，  
４ ０ ０ 円 と す る 。



Ｄ

１

１  

 ７０４，００１

円から８５２，

０ ０ ０ 円 ま で  

 そ の 月 に お け る

そ の 保 護 実 施 世

帯 に 係 る 保 護 費  
の 全 額 。 た だ し 、

そ の 額 が ６ １ ，

２ ０ ０ 円 を 超 え  
る と き は ６ １ ，  
２ ０ ０ 円 と す る 。

Ｄ

１

２  

８５２，００１

円 か ら １ ， ０

４ ４ ， ０ ０ ０

円 ま で  

 そ の 月 に お け る

そ の 保 護 実 施 世

帯 に 係 る 保 護 費  
の 全 額 。 た だ し 、

そ の 額 が ７ １ ，

９ ０ ０ 円 を 超 え

る と き は ７ １ ，  
９ ０ ０ 円 と す る 。

Ｄ

１

３  

１ ， ０ ４ ４ ，

０ ０ １ 円 か ら

１ ， ２ ２ ５ ，

５ ０ ０ 円 ま で  

 そ の 月 に お け る

そ の 保 護 実 施 世

帯 に 係 る 保 護 費  
の 全 額 。 た だ し 、

そ の 額 が ８ ３ ，

３ ０ ０ 円 を 超 え

る と き は ８ ３ ，  
３ ０ ０ 円 と す る 。

Ｄ

１

４  

１ ， ２ ２ ５ ，

５ ０ １ 円 か ら

１ ， ４ ２ ６ ，

５ ０ ０ 円 ま で  

 そ の 月 に お け る

そ の 保 護 実 施 世

帯 に 係 る 保 護 費  
の 全 額 。 た だ し 、

そ の 額 が ９ ５ ，

６ ０ ０ 円 を 超 え

る と き は ９ ５ ，  
６ ０ ０ 円 と す る 。

Ｄ

１

５  

１ ， ４ ２ ６ ，

５ ０ １ 円 以 上  

 そ の 月 に お け る

そ の 保 護 実 施 世

帯 に 係 る 保 護 費

の 全 額 。  

備 考  

 １  こ の 表 の Ｃ 階 層 に お け る 「 均 等 割 の 額 」 と は 、 地 方 税 法 （ 昭

和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る

均 等 割 の 額 を い い 、 Ｄ １ 階 層 か ら Ｄ １ ５ 階 層 ま で に お け る 「 所

得 割 の 額 」 と は 、 同 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 所 得 割 （ こ の 所 得 割 を

計 算 す る 場 合 に は 、 同 法 第 ３ １ ４ 条 の ７ 、 第 ３ １ ４ 条 の ８ 、 同



法 附 則 第 ５ 条 第 ３ 項 、 附 則 第 ５ 条 の ４ 第 ６ 項 及 び 附 則 第 ５ 条 の

４ の ２ 第 ６ 項 の 規 定 は 適 用 し な い も の と す る 。 ） の 額 を い う 。

な お 、 同 法 第 ３ ２ ３ 条 に 規 定 す る 市 町 村 民 税 の 減 額 が あ っ た 場

合 に は 、 そ の 額 を 所 得 割 の 額 又 は 均 等 割 の 額 か ら 順 次 控 除 し て

得 た 額 を 所 得 割 の 額 又 は 均 等 割 の 額 と す る 。  

 ２  階層区分の認定について、平成２３年７月１５日雇児発０７１５

第 １ 号 厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 通 知 「 控 除 廃 止 の 影 響

を 受 け る 費 用 徴 収 制 度 等 （ 厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 所

管 の 制 度 に 限 る 。 ） に 係 る 取 扱 い に つ い て 」 の 規 定 に よ っ て 再

計 算 し な い 取 扱 い を 原 則 と す る 。 た だ し 、 令 和 元 年 ６ 月 ３ ０ 日

か ら 引 き 続 き 施 設 を 利 用 す る 児 童 が 属 す る 世 帯 に つ い て は 、 そ

れ ま で に 判 定 さ れ た 階 層 区 分 か ら 不 利 益 な 変 更 が 生 じ る こ と が

な い よ う 、 都 道 府 県 等 の 判 断 に よ り 、 平 成 ２ ３ 年 ７ 月 １ ５ 日 雇

児 発 ０ ７ １ ５ 第 １ 号 厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 長 通 知

「 控 除 廃 止 の 影 響 を 受 け る 費 用 徴 収 制 度 等 （ 厚 生 労 働 省 雇 用 均

等 ・ 児 童 家 庭 局 所 管 の 制 度 に 限 る 。 ） に 係 る 取 扱 い に つ い て 」

の 規 定 に よ る 調 整 方 法 を 行 う こ と に よ り 経 過 措 置 を 講 じ る こ と

も 可 能 と す る 。  

 ３  世 帯 の 階 層 が Ｂ 階 層 と 認 定 さ れ た 世 帯 で あ っ て も 、 次 に 掲 げ

る 世 帯 で あ る 場 合 に は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 階 層

の 徴 収 月 額 は ０ 円 と す る 。  

（ １ ） 単 身 世 帯 （ 扶 養 義 務 者 の い な い 世 帯 を い う 。 ）  

（ ２ ） 母 子 世 帯 等 （ 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 （ 昭 和 ３ ９ 年

法 律 第 １ ２ ９ 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 「 配 偶 者 の な い 女

子 」 で あ っ て 、 民 法 （ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ） 第 ８ ７ ７ 条  

の 規 定 に 基 づ き 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の の 世 帯 を い う 。 ）  

（ ３ ） 在 宅 障 害 児 （ 者 ） （ 社 会 福 祉 施 設 に 措 置 さ れ た 児 童 （ 者 ） 、

児 童 福 祉 法 第 ２ ４ 条 の ２ に よ り 障 害 児 入 所 施 設 を 利 用 す る 児

童 、 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め

の 法 律 （ 以 下 「 障 害 者 総 合 支 援 法 と い う 」 ） （ 平 成 １ ７ 年 法



律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 ６ 条 の 自 立 支 援 給 付 の 受 給 者 （ 障 害 者 総 合

支 援 法 第 ５ 条 第 ６ 項 、 第 ７ 項 、 第 １ ２ 項 、 第 １ ３ 項 及 び 第 １

４ 項 の サ ー ビ ス に 限 る 。 ） 又 は 障 害 者 総 合 支 援 法 附 則 第 ２ ２

条 の 特 定 旧 法 受 給 者 を 除 く 。 ） の い る 世 帯 （ 次 に 掲 げ る 児

（ 者 ） を 有 す る 世 帯 を い う 。 ）  

   ア  身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ８ ３ 号 ） 第 １ ５

条 に 定 め る 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者 。  

   イ  療 育 手 帳 制 度 要 綱 （ 昭 和 ４ ８ 年 ９ 月 ２ ７ 日 厚 生 省 発 児 第

１ ５ ６ 号 ） に 定 め る 療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者 。  

   ウ  特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ ９ 年 法

律 第 １ ３ ４ 号 ） に 定 め る 特 別 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 対 象 児 、

国 民 年 金 法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 １ ４ １ 号 ） に 定 め る 国 民 年

金 の 障 害 者 基 礎 年 金 手 当 等 の 受 給 者 。  

   エ  精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ５ 年

法 律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 ４ ５ 条 に 定 め る 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手

帳 の 交 付 を 受 け た 者 。  

（ ４ ） 保 護 者 の 申 請 に 基 づ き 、 生 活 保 護 法 に 定 め る 要 保 護 者 等 特

に 困 窮 し て い る と 市 長 が 認 め た 世 帯 。  

 ４  次 の （ １ ） か ら （ ３ ） ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 に つ い て

は 、 地 方 税 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項 第 １ １ 号 に 規 定 す る 寡 婦 と み な

し 、 そ の 者 の 前 年 の 所 得 （ 地 方 税 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項 第 １ ３ 号

に 規 定 す る 所 得 金 額 の 合 計 額 。 １ 月 か ら ６ 月 ま で の 間 の 利 用 に

お い て は 、 前 々 年 と す る 。 以 下 同 じ 。 ） が 同 法 第 ２ ９ ５ 条 第 １

項 第 ２ 号 の 規 定 に 該 当 す る と き は 、 市 町 村 民 税 非 課 税 と し て 取

扱 う 。 ま た 、 上 記 に よ り 寡 婦 と み な し た 者 で あ っ て 、 市 町 村 民

税 非 課 税 と し て 取 り 扱 う 者 以 外 の 者 に つ い て は 、 １ に お け る 所

得 割 の 額 を 計 算 す る 場 合 に は 、 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 又 は

山 林 所 得 金 額 の 合 計 か ら 、 （ １ ） 又 は （ ３ ） に 該 当 す る 場 合 に

あ っ て は ２ ６ 万 円 を 、 （ ２ ） に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は ３ ０ 万

円 を 控 除 す る も の と す る 。  



（ １ ） 婚 姻 に よ ら な い で 母 と な っ た 女 子 で あ っ て 、 現 に 婚 姻 を し

て い な い も の の う ち 、 扶 養 親 族 そ の 他 そ の 者 と 生 計 を 一 に す

る 子 （ 前 年 の 所 得 が 所 得 税 法 第 ８ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 控

除 さ れ る 額 （ 以 下 「 基 礎 控 除 額 」 と い う 。 ） 以 下 で あ る 子

（ 他 の 者 の 同 一 生 計 配 偶 者 又 は 扶 養 親 族 で あ る 者 を 除 く 。 以

下 同 じ 。 ） ） を 有 す る も の （ （ ２ ） に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）  

（ ２ ） （ １ ） に 掲 げ る 者 の う ち 、 扶 養 親 族 で あ る 子 を 有 し 、 か つ 、

前 年 の 所 得 が ５ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る も の 。  

 ５  法 第 ２ ２ 条 に 規 定 す る 助 産 の 実 施 は 、 そ の 妊 産 婦 が 次 の い ず

れ か に 該 当 す る と き は 行 わ な い も の と す る 。  

（ １ ） そ の 妊 産 婦 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 が Ｄ 階 層 で あ る と き 。

た だ し 、 真 に や む を 得 な い 特 別 の 理 由 が あ る と き は 、 Ｄ 階 層

の う ち 市 町 村 民 税 所 得 割 の 額 が １ ９ ， ０ ０ ０ 円 ま で の 場 合 で

あ っ て も 差 し 支 え な い 。  

（ ２ ） そ の 妊 産 婦 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分 が Ａ 階 層 及 び Ｂ 階 層 で

あ る 場 合 を 除 い て 、 そ の 妊 産 婦 が 社 会 保 険 の 被 保 険 者 、 組 合

員 又 は 被 扶 養 者 で そ の 社 会 保 険 に お い て 出 産 育 児 一 時 金 等 の

出 産 に 関 す る 給 付 を 受 け る こ と が で き る 額 （ 医 学 的 管 理 の 下

に お け る 出 産 に つ い て 、 特 定 出 産 事 故 に 係 る 事 故 が 発 生 し た

場 合 に お い て 、 出 生 者 の 養 育 に 係 る 経 済 的 負 担 の 軽 減 を 図 る

た め の 補 償 金 の 支 払 に 要 す る 費 用 の 支 出 に 備 え る た め の 保 険

契 約 （ 出 生 者 等 に 対 し 、 総 額 ３ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 の 補 償 金 を

支 払 う 契 約 ） が 締 結 さ れ て お り 、 か つ 、 特 定 出 産 事 故 に 関 す

る 情 報 の 収 集 、 整 理 、 分 析 及 び 提 供 の 適 正 か つ 確 実 な 実 施 の

た め の 措 置 を 講 じ て い る 場 合 に 、 そ の 保 険 料 相 当 額 と し て 支

払 わ れ る 額 を 除 く 。 以 下 「 出 産 一 時 金 」 と い う 。 ） が 、

４ ０ ４ ， ０ ０ ０ 円 以 上 で あ る と き 。  

６  法 第 ２ ２ 条 に 規 定 す る 助 産 の 実 施 が 行 わ れ た 妊 産 婦 に 係 る こ

の 表 の 適 用 に つ い て は 、 そ の 出 産 一 時 金 の 額 に 、 Ｂ 階 層 に あ っ

て は ２ ０ ％ 、 Ｃ 階 層 に あ っ て は ３ ０ ％ 、 Ｄ 階 層 の う ち 市 町 村 民



税 所 得 割 の 額 が １ ９ ， ０ ０ ０ 円 ま で の 場 合 に あ っ て は ５ ０ ％ を

そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 を こ の 表 の 徴 収 月 額 に 加 え る も の と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 こ の 表 の 徴 収 月 額 は 、 入 所 し た 日 か ら 退 所

し た 日 ま で の 期 間 に 係 る 基 準 額 と み な す 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 亀 山 市 児 童 福 祉 法 施

行 細 則 の 規 定 は 、 令 和 元 年 ７ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  


